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秋晴れに鰯雲が流れる頃となりました。組合員の皆様、お変わり
ございませんでしょうか。

秋の空気は澄みわたり、さまざまな形の雲を見る事ができ、空を
見上げるのが楽しい季節です。
日ごとに秋が深まってまいります。どうぞお健やかにお過ごしください。

2024年度の最低賃金の目安を全国平均で時給1054円にすると決

定され、香川県は52円引き上げで970円とするよう答申されていま

したが、令和６年10月２日より答申のとおり発効されました。これま

での最低賃金から5.7％の引き上げとなっています。四国の他3県

も以下のような引き上げとなっています。特に徳島県は84円

（9.4％）の引き上げで全国で一番の引き上げ率となっています。

山の木々も徐々に色を変え秋の訪れを感じ
られるようになってきました
（徳島県三好市東祖谷 剣山麓）

2024年度最低賃金が10月より順次発効



10月25日、高松国際ホテルにて第24回（第30期）通常総代会を
開催しました。

総代70名のうち過半数の36名（委任状による出席を含む）にご
出席いただき、本年の総代会も有効に開催することができました。

まず最初に、ご来賓の公明党衆議院議員 山崎 正恭 様、続いて香川県中小企業団体中央会
参事 西本 隆司 様よりご挨拶を頂戴いたしました。また、ご予定の都合で最後となりましたが、自由
民主党衆議院議員 平井 卓也 様もお越しくださりご挨拶を頂戴いたしました。

自由民主党衆議院議員
平井 卓也 様

香川県中小企業団体中央会
参事 西本 隆司 様

代表理事 豊永 肇

公明党衆議院議員
山崎 正恭 様

通常総代会に続いて開催された懇親会ではご参加
いただいた総代、来賓の皆様にビュッフェスタイルの
お食事とご歓談を楽しんでいただけました。

初めに弊組合の理事を代表して香川県議会議員の
岡野 朱里子 氏より開催のご挨拶をさせていただき
ました。続いて、ご来賓の株式会社 商工組合中央金庫
高松支店 支店長 川上 健太郎 様より、ご挨拶と
乾杯のご発声をいただきました。

最後はご来賓の株式会社高知銀行
高松支店 支店長 猪野 文章 様に
中締めのご挨拶を頂戴しました。

この度はご多用の中ご出席いただき
ました皆様、誠に厚くお礼申し上げます。
組合員の皆様におかれましては今後も
弊組合をご愛顧賜りますよう何卒よろしく
お願い申し上げます。

理事 岡野 朱里子 氏 株式会社商工組合中央金庫
高松支店 支店長 川上 健太郎 様

株式会社高知銀行
高松支店 支店長 猪野 文章様懇親会の様子



平素より、組合の運営に対しご理解・ご協力いただき誠に有り難うございます。
現在、 ETCカード事業におきまして、コーポレートカードのご利用額が減少傾向にあります。

このような状況が今後も続いていくと組合運営の維持が困難な状況にもなりかねません。
目安として1台当たりの月平均利用額が3万円を超えている場合は、コーポレートカードへ

切り替えていただくことでご利用額（割引額）がお得になるため、組合員様のご利用額をお調
べし該当する車両のコーポレートカードへ切替えのお願いに担当者がお伺いしております。
詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

【重要】 ETCコーポレートカード
ご利用のお願い

ETCマイレージカードとは、ETCによる高速道路等の通行料金の
利用額に応じてポイントが貯まり、そのポイントを還元額（無料通
行分）と交換できるETCカードです。
交換した還元額（無料通行分）は、ETCによる高速道路等の通行
料金のお支払いにご利用いただけます。

当組合では「ETCコーポレートカード」、「ETCマイレージカード」を取り扱っております。
ETCカードの見直し（変更）により、今お使いの高速道路利用料の支払額がお得になる可能性
がある組合員様には、ETCコーポレートカードへの切替えのご案内をさせていただきます。この
機会に是非ご検討くださいますようお願い申し上げます。ご利用額の見直しやご質問等、お気
軽に組合までお問合せください。

当組合が取り扱っているETCカードが1枚当たり東・中・西日本高速道路㈱のみで3万円以上
の利用金額に達しなければ組合に対して各高速道路㈱より割戻金が全く無く組合運営が出来
なくなります。即ち、組合としては各高速道路㈱に対し、全組合員様が利用される金額の3倍を
保証金として提出している上、組合の固定費・事務手続き費用等の確保が出来なくなるという
状態になり、組合維持運営が不可能という結果になります。

よって、組合員の皆様方に於かれましては、ETCコーポレートカードお申込・ご利用の節には、
何卒制度の現状を十分ご理解賜わり、ご使用される金額に十分注意をして頂き、組合の運営
に対しご協力の程お願い申し上げます。

ETCコーポレートカードとは、西日本高速道路株式会社が発行す
る料金後払いのETCカードです。高速道路会社の大口・多頻度割
引制度などが、ETCコーポレートカード用の割引率で適用されます
（最大40％割引）。あらかじめカードに登録した車両でETCシステム
を利用して通行するとカードごとの利用金額に応じた割引を受ける
ことが出来ます。
ご利用の目安として月平均利用金額が３万円以上の車両を対象と
しております。

【お問合せ先】



少しずつ秋らしい気候になってまいりましたが、皆様如何お過ごし
でしょうか。九月末に配属になりました実習生達から、思わぬ贈り
物を頂きました。急須とすこし小振りな湯飲み茶わんです。これか
ら秋になると暖かいお茶がおいしくなりますので、使わせてもらい
ます。11月にもまた実習生が入国して参りますが、気候が良い季
節なので、日本の秋を肌で感じ美しい紅葉を眺めてもらいたいで
す。栗林公園へ紅葉狩りに一緒に行く予定をしています。日本に
入国して最初の住まいが研修センターになります。ここでの一か
月の生活が充実して、日本で働く足掛かりになればと思っていま
す。辛い時もあります。それを乗り越えて頑張って働いて欲しいで
す。センターでの生活の思い出が支えになればと日々願って、実
習生達と向かい合っています。 研修センター職員 石井

9月に配属となったブースターコンクリート㈱と
㈱佐藤総建の実習生から石井先生へプレゼント


